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ＪＲ連合はこれまで自然災害発生時などにおける鉄道用地外からの被害拡大について

は強い問題意識を持って取り組んでおり、公共による治山・治水事業の一層の推進など、

総合的な対策の必要性を、政府への要請行動や交通重点政策などを通じて訴えてきた。

とりわけ近年では激甚災害が毎年のように発生しており、大規模化・多頻度化が顕著で

あることから、復旧にあたる組合員からは対策強化を求める声が強まっている。 

一昨年の平成 30 年７月豪雨（西日本豪雨）では

甚大な被害を受けたが、一部の復旧作業において、

地域との調整の結果、重機を使用できず、酷暑の

中、本来数時間で終わる作業を手作業で数日間に

亘って行うこととなった。加えて、沿線地からの

倒木や落石等による輸送障害が頻発する中、未然

防止策には地権者の同意を必要とするため、鉄道

事業者が抱える大きな課題と認識されてきた。 

ＪＲ連合は、西日本豪雨災害以降、道路法や電気事業法を倣った法整備の必要性など

について関係議員と協議を重ねてきた。数次に亘る国会での議論も展開される中、昨年

10 月には国土交通省が「鉄道用地外からの災害対応検討会」を設置、事業者や有識者の

参加のもと、「鉄道隣接地における倒木等への事前防災」や「非常災害時の土地の一時使

用」といった、法整備を含む対策強化が検討されるに至った。 

そのような中、５月 20 日、広田一衆議院議員（ＪＲ連合国会議員懇談会幹事）が国土

交通委員会において、「鉄道用地外からの災害対応検討会」の進捗について説明を求める

とともに、鉄道の公共性に鑑みた法整備の必要性を訴えた。広田議員は、「検討会では提

言がとりまとめられようとしているが、論点は出尽くしていると理解している。鉄道用

地外の一時利用、樹木の伐採、土石の処分等具体的項目ごとに、どういった法整備をす

べきか整理し早期に公表すべき」と質問。水嶋鉄道局長からは、「検討会そのものは法整

備が必要という方向性で議論しているが、私権制限を伴う法改正であり、判断にはもっ

と議論が必要。立法については、国会審議等も踏まえ判断を行っていく」との見解が示

された。最後に赤羽国土交通大臣は「重要な指摘と認識。全国各地において、民有地が災

害発生源になっている。所有する以上、整備が必要という新たな概念も出てきた。具体

的対策が実施されるよう、積極的に取り組んでいく所存」と決意の一端が示された。 


